
支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官　平下　一三
（ 公　印　省　略 ）

　下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

　１．入札に付する事項

調達番号

自:

至:

　２．入札方式 一般競争入札（総合評価落札方式、電子調達システム（政府電子調達（ＧＥＰＳ））
　　　　　　　　　　　対象案件）

　３．入札日時

　４．入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎Ｅ２棟３階入札室

　５．参加資格　（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、
　　　　　　　　　　被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条
　　　　　　　　　　中、特別の理由がある場合に該当する。
　　　　　　　　（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
　　　　　　　　（３）令和07・08・09年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＣ
　　　　　　　　　　等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
  　            （４）防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止
　　　　　　　　　　の措置を受けている期間中の者でないこと。
　　　　　　　　（５）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であっ
　　　　　　　　　　て、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行
　　　　　　　　　　おうとする者でないこと。
　　　　　　　　（６）上記（３）の等級かかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則（平成１８年防衛庁訓
　　　　　　　　　　令第１０８号）第１８条第４項各号のいずれかに該当する者（具体的には、以下ア～
　　　　　　　　　　キのいずれかに該当する者）であること。なお、要件に該当する者で入札に参加しよ
　　　　　　　　　　うとするものについては、 までに
　　　　　　　　　　下記ア～キに記載する書類等を防衛省大臣官房会計課契約係へ提出すること。

　　　　　　　　　　ア　当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者

　　　　　　　　　　イ　資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数
　　　　　　　　　　　値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者

　　　　　　　注：１　特許には、海外で取得したものを含む。
　　　　　　　　　２　技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省
　　　　　　　　　　令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及

令和7年8月26日 支担官第３５７号

公　　　　告

記

件名 内容 履行場所 履行期限

令和７年 ９月 １１日 (木) １２:００

情-KI-008
防衛施設建設工事電子入札システム更
改等業務支援役務

仕様書のとおり 仕様書のとおり
契約締結日

令和１０年３月３１日

(１０:３０)令和７年１０月２１日(火)



　　　　　　　　　　び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。

　　　　　　　　　　ウ　ＳＢＩＲ制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に
　　　　　　　　　　　係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者

　　　　　　　　　　エ  株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式　会社
　　　　　　　　　　　地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間
　　　　　　　　　　　資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開
　　　　　　　　　　　拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形
　　　　　　　　　　　成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交
　　　　　　　　　　　通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外
　　　　　　　　　　　通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構に
　　　　　　　　　　　おける地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対
　　　　　　　　　　　象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又
　　　　　　　　　　　は役務に関する分野における技術力を証明できる者

　　　　　　　　　　オ  国立研究開発法人（科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平
　　　　　　　　　　　成２０年法律第６３号）第２条第９項に規定する研究開発法人のうち、同法別表
　　　　　　　　　　　第３に掲げるものをいう。）が同法第３４条の６第１項の規定により行う出資の
　　　　　　　　　　　うち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当
　　　　　　　　　　　該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者

　　　　　　　　　　カ  国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム
　　　　　　　　　　　強化事業（ベンチャーキャピタルの認定）」又は国立研究開発法人新エネルギー
　　　　　　　　　　　・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業（ベンチャ
　　　　　　　　　　　ーキャピタル等の認定）」において採択された者の出資先事業者であり、当該競
　　　　　　　　　　　争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者

　　　　　　　　　　キ  グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログ
　　　　　　　　　　　ラム（Ｊ－Ｓｔａｒｔｕｐ又はＪ－Ｓｔａｒｔｕｐ地域版）に選定された事業者
　　　　　　　　　　　であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる
　　　　　　　　　　　者
　６．入札方法　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を
　　　　　　　　加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの
　　　　　　　　とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者である
　　　　　　　　か免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額
　　　　　　　　を入札書に記載すること。

　７．入札保証金及び契約保証金　　免　除

　８．入札の無効　　５の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とす
　　　　　　　　　る。

　９．契約書作成の要否　　要

　10．適用する契約条項　　役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、
　　　　　　　　　　　　　暴力団排除に関する特約条項、
　　　　　　　　　　　　　装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項、
　　　　　　　　　　　　　情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項

　11．その他
　　　（１）細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）
　　　　　のとおり。
　　　（２）入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。
　　　（３）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真に
　　　　　やむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
　　　（４）入札に関する条件　仕様書3.2.1 b)1)～4)に定める本業務の実施体制並びに仕様書8.1.1(1) 
　　　　　～(3)に定める契約の履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること
　　　　　（提出期限： 必要に応じ追加資料の提出を求める
　　　　　ことがある。）。
　　　（４）この一般競争（総合評価落札方式）に参加を希望するものは、応札資料作成要領に定め
　　　　　る提出物を までに提出しなければならない。
　　　（５）本案件は、府省共通の「電子調達システム」（https://www.p-portal.go.jp）を利用した応
　　　　　札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、
　　　　「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、
　　　　　までに、下記担当者必着分を有効とする。
　　　（６）落札者が、１０に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第２条第１項に規定する中小

令和７年　１０月 １７日　(金)

令和７年　９月 １２日　(金) １２:００

令和７年　１０月 １日　(水) １２:００



　　　　　企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
　　　（７）入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
　　　　　　〒162-8801　東京都新宿区市谷本村町５－１　（庁舎Ａ棟10階）※顔写真付の身分証明書を
　　　　　持参すること。
　　　　　　受付時間　９：３０～１８：１５（１２：００～１３：００までの間を除く）

　　　　　また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。
　　　　　　　メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp
　　　　　　　メール件名　　：「件名：○○○」　入札案内送信依頼
　　　　　　　添付ファイル　：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し
　　　　　　　防衛省大臣官房会計課契約係　松井　電話　03-3268-3111　内線20814
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仕様書 

件名 
防衛施設建設工事電子入札システム

更改等業務支援役務 

作成年月日 令和７年８月１日 

整備計画局 建設制度官 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は、令和９年度に実施する予定の防衛施設建設工事電子入札システム（以下「本シ

ステム」という。）の更改、プロジェクト工程の管理等、各種検討及び各種業務に係る技術支援を

実施する役務（以下「本役務」という。）について適用する。 

 

1.2 用語 

本仕様書で使用する用語は、ＪＩＳ Ｘ０００１によるほか、付表１のとおりとする。 

 

1.3 引用文書等 

本仕様書における引用文書は、本仕様書に規定する範囲内において、本仕様書の一部をなすも

のであり、引用文書に定める項目が本仕様書と相違する場合は、本仕様書を優先する。なお、引

用文書は、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

（１）引用文書 

ア 防衛省の情報保証に関する訓令（平成 19 年防衛省訓令第 160 号。） 

イ 防衛省の情報保証に関する訓令の運用について（通達）（防運情第 9248 号。

19.9.20） 

ウ 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（通達）（防装庁

（事）第 137 号。令和 4年 3月 31 日。以下、「情報セキュリティ通達」という。） 

エ 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置につい

て（通達）（防装庁（事）第 3号。31.1.9） 

オ 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部

事項について（通知）（装プ武第 188 号。31.1.9） 

カ ＩＴ利用装備品等及びＩＴ利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・

リスクへの対応について（通知）（装管調第 807 号。令和 3年 1月 21 日） 

キ ＩＴ利用装備品等及びＩＴ利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・

リスクへの対応に関する事務処理要領について（通知）（装管調第 808 号。令和 3年

1月 21 日） 

ク 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号） 

ケ 環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和 7年 1月 28 日閣議決定） 

コ 著作権法（昭和 45年法律第 48号） 

サ 建設ＣＡＬＳの利用及び管理等に関する要領について（通知）（防整施第 184 号。令

和 3年 1月 8 日）  
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シ 防衛施設建設工事電子入札システム改修業務 成果品（令和 5年度 調達番号：情-

I-012） 

ス 防衛施設建設工事電子入札システム改修業務 成果品（令和 6年度 調達番号：情-

I-034） 

セ 防衛施設建設工事電子入札システム移行等業務 （令和 4年度 調達番号：情-I-

027） 

ソ 防衛施設建設工事電子入札システム機器等の借上（０４換装） （令和 4年度 調達

番号：5-04-2004-341A-A-0014） 

タ 電子入札システム更改に伴うシステム検討及び要件定義書作成役務 成果品（令和 6

年度 調達番号：情-I-035） 

 

（２）関連文書 

ア ＩＴ調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ（平成

30 年 12 月 10 日関係省庁申合せ） 

イ デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン（2023 年 3 月 31 日最終改定。デジタル

社会推進会議幹事会決定。以下、「標準ガイドライン」という。） 

ウ 防衛省デジタル・ガバメント中長期計画（2022 年 12 月 12 日防衛省行政情報化推進

委員会決定） 

エ サイバーセキュリティ戦略（令和 3年 9月 28 日閣議決定） 

オ 政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一規範（令和 3年度版）（令和 3

年 7月 7 日最終改定。サイバーセキュリティ戦略本部決定） 

カ 政府機関等のサイバーセキュリティ対策の運用等に関する指針（令和 3年度版）（令

和 3年 7月 7 日最終改定。サイバーセキュリティ戦略本部決定） 

キ 政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準（令和 3年度版）（令和 3

年 7月 7 日サイバーセキュリティ戦略本部決定） 

ク 政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン（令和 3年度版）（令和 3年 7月 7

日サイバーセキュリティ戦略本部決定） 

ケ サイバーセキュリティ対策を強化するための監査に係る基本方針（平成 31年 4月 1

日サイバーセキュリティ戦略本部決定） 

コ サイバーセキュリティ対策を強化するための監査（マネジメント監査）に係る実施要

領（平成 28 年 3 月 29 日サイバーセキュリティ対策推進会議申合せ） 

サ NIST SP 800-18 Rev.1 

シ NIST SP 800-30 Rev.1 

ス NIST SP 800-37 Rev.2 

セ NIST SP 800-39 

ソ NIST SP 800-53 Rev.5 
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タ NIST SP 800-53A Rev.5 

チ NIST SP 800-137 

ツ FIPS 199 

テ FIPS 200 

ト CNSSI No.1253 

ナ DoDI 8510.01 

 

（３）その他 

ア 電子入札コアシステム Ver6.0（JACIC 版） 

イ 入札説明書等ダウンロードシステム（防衛施設建設工事カスタマイズ版） 

 

1.4 対象システム 

（１）電子入札システム（共通部除く） 

（２）入札説明書等ダウンロードシステム 

（３）契約事務支援システム 

（４）文書共有システム 

 

2 本システムの整備背景及び本役務の目的 

2.1 本システムの整備背景 

防衛施設建設工事等の入札を電子的に行う本システムは、オンプレミスで整備されており、

令和４年度末に機器換装を実施し、次回の換装予定は令和 9年度末である。 

一方、政府内には公共工事分野における公共調達の電子入札システムが複数存在している状

況であり、「デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和 5 年 6 月 9 日閣議決定）」において、

デジタル庁及び関係府省（文部科学省、農林水産省、国土交通省及び防衛省）は、2025 年度（令

和７年度）までに統合の基盤となるシステムをクラウド上に整備するとともに、2025 年度（令

和７年度）に統合に向けた調査研究を実施した上で各省電子入札システムの更改にあわせて統

合を進めることが決定した。 

しかし、統合にあたって現行システムの機能が全て統合システムへ移行されるわけではなく、

各省独自の機能等統合に適さないものについては、これまで通り各省で整備する必要があり、

統合されない当該システムは、統合されるシステムとは別にガバメントクラウド上に整備する

予定である。 
 

2.2 本役務の目的 

本役務においては、各省電子入札システムの統合について、次期本システムの本運用開始（令

和 10 年 1 月を想定。）を遅滞なく、かつ品質の担保された状態で迎えることのほか、本システ

ムにおける運用上の課題解決、各要件定義書とシステム機能との差異の解消を推進し、将来的
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なシステムの発展を見据えた検討が実施可能な状態とすることを目的としている。 

 

3 役務に関する要求 

3.1 一般事項 

3.1.1 本役務期間 

契約日から令和 10年 3月 31 日までとする。 

また、関係する役務契約を含めたスケジュ―ルは付図１のとおりとする。 

 

3.1.2 本役務実施場所 

原則として、防衛省市ヶ谷地区（東京都新宿区市谷本村町５－１）、官の指定する場所または

官が承認した場所とする。 

 

3.2 役務実施体制 

3.2.1 役務実施体制の整備 

a) 契約相手方は、契約締結後、1.3 項の「装備品等及び役務の調達における情報セキュリテ

ィの確保について(通達）」に示す保護すべき情報を取扱う業務を実施するまでに、防衛省

から「調達における情報セキュリティ基準」の適合を取得すること。 

b) 契約相手方は、本役務の実施に当たって次の体制を確保し、これを変更する場合には事前

に官側と協議するものとする。 

1) 日本国籍を有していること。 

2) 契約の履行に必要な業務に従事する者、かつ、履行中に知り得た情報の保全を確実

に行うことができる者（以下「役務員」という。）を確保すること。 

3) 上記 2)の役務員が履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、資格、

語学（母語及び外国語能力）、文化的背景（国籍等）、業績等を有すること。 

4) 上記 2)の役務員が他の手持ち業務等との関係において、履行に必要な業務所要に対

応できる態勢にあること。 

c) 本役務の実施に当たり、契約の相手方（下請負者、再委託先等を含む。）は、本システムに

ついて、情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除

く。）が潜在すると知り、又は知り得たソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋

込み又は組込みその他官の意図せざる変更を行わず、かつ、そのために必要な相応の管理

を行うものとする。 

 

3.2.2 統括責任者の選任 

全体を統括する責任者として、「統括責任者」を１名指定すること。 
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3.2.3 チーム責任者の選任 

チームを編成（例：維持管理支援チーム、工程管理チームなど）し、各チームに「チーム責任者」

を１名指定すること。なお、チームは随時再編成ができるものとする。再編成する前に官側に承

認を得ること。 

 

3.2.4 役務員の資格要件 

本役務の実施に当たり、以下の資格要件を満たす者を従事させること。 

a) 統括責任者の資格要件 

1) 官公庁のシステムにおける、プロジェクト管理又はプロジェクト管理支援に、統括

責任者又はチーム責任者として通算５年以上従事した経験を有すること。 

2) 本プロジェクトと同等以上の大規模プロジェクトのプロジェクト管理又は工程管理

に、統括責任者又はチーム責任者として従事した経験を２件以上有すること。 

3) 防衛省における情報システムの調達制度に精通しているとともに、官公庁の情報シ

ステム整備事業の官側支援の経験を有すること。 

4) 標準ガイドラインに基づくプロジェクト管理について精通しているとともに、利用

経験を有すること。 

5) ＥＶＭの手法について精通しているとともに、利用経験を有すること。 

6) 以下の資格のいずれかを有する又は同等の能力を有すること。 

・ＩＴコーディネータ 

・ＰＭＰ（Project Management Professional） 

・情報処理技術者試験の以下の区分 

(ア) プロジェクトマネージャ 

(イ) ＩＴストラテジスト 

7) 最近の政府における情報通信政策について十分理解するとともに、最新の技術動向

を踏まえ、論理的にわかりやすい説明資料を提示することにより、本役務における

課題解決能力を有すること。 

8) 契約相手方は、本要員について第三者に委任又は請け負わせてはならない。 

b) チーム責任者の資格要件 

1) 官公庁のシステムにおける、プロジェクト管理又はプロジェクト管理支援に、チー

ム責任者として１年以上従事した経験を有すること。 

2) 本プロジェクトと同等以上の大規模プロジェクトのプロジェクト管理又は工程管理

に従事した経験を有すること。 

3) チーム責任者のうち、少なくとも 1 名は、防衛省における情報システムの調達制度

に精通しているとともに、官公庁の情報システム整備事業の官側支援の経験を有す

ること。 

4) 標準ガイドラインに基づくプロジェクト管理について精通しているとともに、利用
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経験を有すること。 

5) ＥＶＭの手法について精通しているとともに、利用経験を有すること。 

6) 最近の政府における情報通信政策について十分理解するとともに、最新の技術動向

を踏まえ、論理的にわかりやすい説明資料を提示することにより、本役務における

課題解決能力を有すること。 

7) 契約相手方は、本要員について第三者に委任又は請け負わせてはならない。 

c) その他の役務員 

1) プロジェクト管理又はプロジェクト管理支援に、担当者として通算３年以上従事し

た経験を有すること。または、官公庁のシステムにおける、要件定義支援又は調達

支援、プロジェクト管理等の経験あるいは同等の経験を有すること。 

2) 標準ガイドラインに基づくプロジェクト管理について精通しているとともに、利用

経験を有すること。 

3) その他役務員のうち、少なくとも 1名以上は、以下の資格のいずれかを有すること。 

・ＣＩＳＡ(Certified Information Systems Auditor) 公認情報システム監査人 

・システム監査技術者 

4) その他役務員のうち、少なくとも１名は、以下の資格のいずれかを有すること。 

・ＡＷＳ Solution Architect Professional 

・ＧＣＰ Professional Cloud Architect 

・Ａｚｕｒｅ Azure Solutions Architect Expert 

・ＯＣＩ Oracle Cloud Infrastructure 2024 もしくは 2025 Certified Architect 

Professional 

5) その他役務員のうち、少なくとも 1名以上は、Oracle Master のいずれかの資格を

有すること。 

 

 

 

3.2.5 役務員の変更等の届出 

役務員に異動、退職、長期休暇等が生じ、役務員の追加、変更等が必要となった場合には、十分

な時間的余裕をもって官側に役務従事者名簿を提出し承認を得ること。 

 

3.2.6 役務員の交代 

契約相手方は、官が技術レベル、資質、態度等が役務の円滑な実施に支障があると認めた役務員

について、他の役務員への交代を行うこと。 

 

3.3 入札制限 

情報システムの調達の公平性を確保するため、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」
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に基づき、契約相手方（グループ会社を含む。）は、本役務の検討の対象となる防衛省が独自に役

務系システムを集約する場合の設計、開発、構築及び運用の役務について、本役務期間中及び当

該役務の影響が及ぶ間の受注を制限する。 

なお、入札制限に抵触する役務かどうかの判断がつかない場合は、抵触の有無について防衛省

整備計画局建設制度官の確認を得るものとする。 

 

4 役務の内容 

4.1 全般事項 

4.1.1 役務実施計画書の策定 

4.1.1.1 役務実施計画書の作成 

契約相手方は、プロジェクトの推進に必要な作業を洗い出した上で、契約後速やかに役務実施計

画書を策定し、官側と協議の上、提出すること。役務実施計画書に変更が必要な場合は、プロジ

ェクト全体に対する影響を調査し、官側と協議の上、提出するとともに、変更管理を行うこと。 

 

4.1.1.2 スケジュール管理及び WBS に基づく進捗管理 

役務実施計画書については、５人日程度の単位までに作業を詳細化した WBS 及び作業全体を把

握できる進捗管理表を作成し、プロジェクトの進捗状況、内容等について、表１を基準に官側へ

の報告会を実施し、確認を受けること。 

表 １ 報告会の基準頻度 
年度 基準頻度 
令和７年度 月１回 
令和８年度 月２回 
令和９年度 週１回 

4.1.1.3 作業報告書の提出 

週次の作業報告書を官側へ提出すること。 

 

4.1.2 プロジェクト管理業務の支援 

4.1.2.1 プロジェクト計画書の改訂 

デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインに基づいて、プロジェクト計画書及びプロジェク

ト管理要領の改訂作業に係る技術的な支援を行う。 

また、官側より指示があった場合は、必要に応じてその内容を段階的に見直し、改訂すること。

改訂に当たっては、官側と協議の上了承を得るとともに、プロジェクトを円滑かつ速やかに実施

するために、関係者に説明を実施するなどの必要な措置を講ずること。 
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4.1.2.2 プロジェクト管理支援 

各担当事業者が作成するプロジェクト実施計画書の内容及び作業進捗報告書に基づき、作

業工程の進捗状況について官側が行う工程管理の支援を行うこと。 

a) 工程管理 

 各事業者が作成する作業実施計画書、作業結果報告書等に基づき、プロジェクトの各作

業工程の進捗状況について確認を行い報告する。 

b) 課題管理 

 プロジェクト全体にわたる課題及びプロジェクトに関係する各事業での作業に発生した

課題について、根本的な要因の分析や関係する課題の整理を行うとともに、分析内容や課

題管理状況について報告する。 

c) リスク管理 

 プロジェクト全体及びプロジェクトに関係する各作業工程でのリスクの特定・分析及び

評価を行う。プロジェクト遂行を阻害する可能性のあるリスクが認められた場合は、報告

及びリスクの管理及び対応（回避、軽減等）を行う。 

d) 品質管理 

 各事業者が作成した提出書類等について、品質検証を行い、結果を報告する。 

 

4.1.3 関係省庁との調整等に係る支援 

プロジェクトの推進に当たり、デジタル庁や国土交通省等との調整や報告が発生した場合には、

説明資料の作成や会議への参加等支援を実施すること。なお、問合せ・確認事項への回答に係る

技術的な助言等の支援も実施すること。また、ガバメントクラウドへの移行に際しては、RMF（リ

スクマネジメントフレームワーク）の策定が必要であり、RMF の承認を得るうえでは、ISMAP（政

府情報システムのためのセキュリティ評価制度）のセキュリティ要件と突合する必要があるため、

関係各所との調整および必要な支援を実施すること。 

 
 

4.2 現行本システムの維持管理業務支援 

現行の本システムにおける維持管理に係る各分科会等を含めた各種会議体や運用保守等の中か

ら、業務及び技術的課題等の解決策を導出し、現行システム担当事業者等と協力し効率的なシス

テム運営に資する維持管理に協力すること。 

 

4.2.1 維持管理体制の支援 

4.2.1.1 維持管理グループの支援 

維持管理グループが行うシステム運用業務に関し、現行システム担当事業者等の管理・監督を支

援すること。また、現行システム担当事業者等から維持管理グループへの各種報告会等へ参加し、

必要に応じて助言等を行うこと。併せて、運用業務効率化実施計画に基づき、運用管理プロセス



 

9 
 

の品質向上及び運用業務の効率化の実現に向けた現状の問題点・課題等の解決策の導出を支援す

ること。 

 

4.2.1.2 各種会議支援 

維持管理グループが実施する中長期運用・保守計画に示す各種会議体等について、維持管理グ

ループの求めに応じ参加し、必要に応じて助言等を行うこと。 

 

4.2.1.3 分科会支援 

官側が必要と認める、各分科会及びその派生的会議等に各業務内容をよく理解した上で主体的

に参加するとともに、必要な助言等を行うこと。また、各分科会等の実施に先立ち、実施内容に

ついて、現行システム担当事業者等と事前に調整し、内容の精査を行うこと。 
 

4.2.1.4 中長期・運用保守作業計画等の改善 

官側が必要と認める中長期運用・保守作業計画、運用作業計画及び保守作業計画について、現状

を踏まえつつ見直しを実施し、必要に応じて改善案を提出すること。 

 

4.2.1.5 各機関問合せ窓口の支援 

各機関問合せ窓口に対して、必要に応じ、現行システム担当事業者等と調整し、各機関問合せ窓

口業務が円滑に進むよう支援を実施すること。 

 

4.2.2 現行本システムにおける効果測定支援 

官側が実施する、現行本システムにおける投資対効果測定について、業務要件定義書策定時の

効果算定作業を基に、業務処理時間の削減等の効果の確認検証を支援すること。 
なお、必要に応じてデジタル庁等への説明資料の作成についても、支援を実施すること。 
 

4.3 次期本システムの維持管理業務支援 

本項記載の内容は、次期本システムが稼働してから本役務契約期間内の作業とする。 
 

4.3.1 次期本システムに係る維持管理体制の支援 

次期本システムにおける維持管理に係る各分科会等を含めた各種会議体や運用保守等の中から、

業務及び技術的課題等の解決策を導出し、次期システム担当事業者等と協力しながら効率的なシ

ステム運営に資する維持管理の支援を行うこと。 

 

4.3.1.1 維持管理グループの支援 

官側が行うシステム運用業務に関し、次期システム担当事業者等の管理・監督を支援すること。

また、次期システム担当事業者等から官側への各種報告会等へ参加し、必要に応じて助言等を行
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うこと。併せて、運用業務効率化実施計画に基づき、運用管理プロセスの品質向上及び運用業務

の効率化の実現に向けて、現状の問題点・課題等を踏まえた解決策の導出を支援すること。 

 

4.3.1.2 各種会議支援 

維持管理グループが実施する中長期運用・保守計画に示す各種会議体等について、官側の求め

に応じ参加し、必要に応じて助言等を行うこと。 

 

4.3.1.3 分科会支援 

官側が必要と認める、各分科会及びその派生的会議等に各業務内容をよく理解した上で、必要

に応じて主体的に参加するとともに、必要な助言等を行うこと。また．各分科会等の実施に先立

ち、実施内容について、次期システム担当事業者等と事前に調整し、内容の精査を行うこと。 

 

4.3.1.4 中長期運用・保守作業計画の策定・改訂支援 

官側が必要と認める中長期運用・保守作業計画、運用作業計画及び保守作業計画について、現

状を踏まえつつ見直しを実施し、必要に応じて改善案を提出すること。 

 

4.3.1.5 各機関問合せ窓口の支援 

各機関問合せ窓口に対して、必要に応じ、次期システム担当事業者等と調整し、各機関問合せ

窓口業務が円滑に進むよう支援を実施すること。 

 

4.3.2 安定化支援 

令和１０年１月に本運用開始を予定している次期本システムの安定稼働のために、本運用開始

後に発生した課題の管理を支援する。また、発生した障害について、解決のための支援を行うこ

と。役務終了時には、障害状況などをまとめた引き継ぎ資料を作成し、官側へ引き継ぎを行うこ

と。 

 

4.4 各要件定義書の修正支援 

官側が実施する各要件定義書の最新化について、修正案を作成し業務担当者やアプリケーショ

ン保守事業者等への確認を行う等、技術的支援を実施すること。 

また、最新化においては、各要件定義書の整合を図れるよう、官側へ助言を行う等の技術的支

援を実施すること。 

なお、各要件定義書の最新化が完了するまでの間に各要件定義書へ修正が発生する場合は、影

響範囲を明らかにした上で履歴管理を行い、修正内容を反映すること。 

 

4.4.1 業務要件定義書の修正支援 

令和６年度に策定した各要件定義書の修正に係る作業計画及び現在の業務とシステム機能の差
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分調査の内容に基づき、各要件定義書の修正範囲を明確にした上で作業計画を策定し、業務要件

定義書の修正案を作成すること。 

 

4.4.2 機能要件定義書の修正支援 

電子入札システム統合に伴うシステム検討及び要件定義書作成役務（令和６年度実施）におい

て作成した、基本設計書及び詳細設計書で定められている内容に基づき、修正範囲を明確にした

上で作業計画を策定し、機能要件定義書の修正案を作成すること。 

 

4.4.3 システム要件定義書の修正支援 

次期システム適合化改修（設計）役務（令和８年度契約予定）が更新した、システム要件定義

書の内容及び官側が実施した業務要件定義書、機能要件定義書の一部最新化修正の内容に基づき、

修正の必要有無を確認すること。修正が必要な場合、修正範囲を明確にした上で作業計画を策定

し、システム要件定義書の修正案を作成すること。 

 

4.5 予算要求支援 

4.5.1 標準ガイドラインに基づく資料作成支援 

本システムに係る各種予算要求に当たり、関連組織との調整に必要な予算要求関連資料の作成

及び官側が必要と認める関連会議への参加等支援を実施すること。また、標準ガイドラインに基

づく資料作成等について、技術的・専門的な観点から支援等を実施すること。 

4.5.2 見積書の評価 

官側が取得した、本システムに関連する予算要求等に係る見積書について、技術的・専門的な

観点から評価等の支援を実施すること。また、必要に応じて、維持管理グループが実施する見積

書取得先事業者等との調整に同席し、技術的・専門的な観点から助言等を行うこと。 

 

4.5.3 GCAS における申請支援 

官側による GCAS によるガバメントクラウドへの申請・移行に際して、必要なリソース等の検討

を行う必要があるため、技術的・専門的な観点から助言を行うこと。 

 

4.6 調達支援 

4.6.1 調達仕様書案の作成 

本システムに係る令和 8年度、令和 9年度及び令和 10年度調達分の調達仕様書（案）を作成す

るとともに、作成後に発生する所要の修正について支援を行うこと。 

なお、調達仕様書の作成にあたっては、情報システムの整備に関する手引に則り実施すること。 

 

4.6.2 調達業務支援 

官側が実施する調達業務において、技術的・専門的な観点から支援を行うこと。 
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4.6.3 受入テスト支援 

官側が実施する次期本システムに係る受入テストにおいて、技術的・専門的な観点から支援を

行うこと。支援内容には、受入テスト計画書、受入テスト要領書及び受入テスト結果報告書の作

成も含む。 

 

4.7 システム監査対応 

4.7.1 システム監査に関する支援 

役務期間中に本システムに実施される各種監査に対して、監査を受ける官側への支援を行うと

ともに、指摘事項があった際は改善策について提案を行なうこと。 

 

4.8 リスク管理等支援 

防衛省では、米国のセキュリティ基準である RMF（リスクマネジメントフレームワーク）の考え

を導入し、情報システムのライフサイクル全般を通じたセキュリティ強化に取り組んでいる。 

本システムにおける長期的な安定稼働を目的として、RMF 関連業務への対応が必要な内容を検

討し、専門的な知見による官側への技術的な支援を行うこと。 

 

4.8.1 防衛省 RMF 関連業務に係る支援 

現行システム及び次期システムにおける課題等を検討し、官側が行う以下のドキュメントの作

成を支援すること。 

a)  リスク評価計画書 

b)  セキュリティ計画書 

c)  継続監視計画書 

d)  将来対応計画書 

 

4.8.2 RMF 対応計画の策定 

4.8.1 で得られた情報を基に、官側と調整の上、今後実施する検討作業の計画として RMF 対応

計画を策定すること。 

策定にあたり、その他、考慮すべき検討事項があれば、官側に提案し、調整の上、反映させる

こと。 

 

4.8.3 運用工程のリスク管理 

RMF 導入に係る支援及び RMF 対応計画の策定で特定したリスクに対して、継続的に管理を行う

とともに、必要に応じて回避、軽減、受容策を検討する等、専門的な知見による官側への助言等

の支援を行うこと。 
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4.8.4 運用承認に係る支援 

次期本システムが運用承認を取得するために必要なドキュメント作成等の支援を行うこと。 

 

4.8.5 運用規則に係る支援 

現行本システムに必要な運用規則の改訂に係る支援を行うこと。また、官側が行う次期本システ

ムの運用規則作成作業について支援を行うこと。 

 

4.9 その他 

4.9.1 各種議事録の作成 

役務事業者が参加する会議及びその他各種打合せ等に際し、必要に応じ議事録等の作成を実施

すること。 

 

4.9.2 関連するシステムとの試験調整 

DII（防衛省情報通信基盤）等、防衛省内のシステムが当該役務の契約期間中に仕様変更等、環

境の変化も考えられるため、本役務の実施にあたっては、関係機関との十分な調整を行うこと 

 
5 提出書類等 

5.1 提出書類 

契約相手方は、表１及び表２に示す提出書類を官側に提出するものとし、電子媒体による納品につ

いては、契約相手方が用意するＤＶＤ－Ｒ等により Microsoft Word、Excel 又は PowerPoint で閲覧、編

集、保存ができるファイル形式で納品すること。 

表 ２ 提出書類 

名称 提出時期 部数 備考 

1 役務実施計画書及び WBS 等 契約後速やかに 2 部 紙媒体 1部、 

電子媒体1部 

 

2 役務実施体制表 契約後速やかに 2 部 

3 役務従事者名簿 随時 2 部 

4 プロジェクト全体計画書 随時 2 部 

5 調達計画書 随時 2 部 

6 プロジェクト管理要領 随時 2 部 

7 中長期運用・保守計画（改善案） 必要に応じ 2 部 

8 運用計画書（改善案） 必要に応じ 2 部 

9 保守作業計画書（改善案） 必要に応じ 2 部 

10 整備方針書（改訂版）（案） 必要に応じ 2 部 

11 整備計画（改訂版）（案） 必要に応じ 2 部 

12 本システム運用継続計画（案） 必要に応じ 2 部 

13 次期本システム運用継続計画（案） 必要に応じ 2 部 
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名称 提出時期 部数 備考 

14 電子入札等業務継続に係る訓練計画

（案） 

契約納期までに 2 部 

15 業務要件定義書（修正案） 契約納期までに 2 部 

16 機能要件定義書（修正案） 契約納期までに 2 部 

17 システム要件定義書（修正案） 契約納期までに 2 部 

18 RMF 対応計画（案） 契約納期までに 2 部 

19 受入テスト計画書（案） 受入テスト開始 2
週間前までに 

2 部 

20 受入テスト要領書（案） 受入テスト開始 2
週間前までに 

2 部 

21 受入テスト結果報告書（案） 本運用開始判定の

2 週間前までに 

2 部 

22 会議資料 随時 2 部 

23 会議議事録 会議終了後速やか

に 

2 部 

24 作業日報 毎日の作業終了時 2 部 

25 GCAS 利用申請（案） 必要に応じ 2 部 

26 デジタル・ガバメント推進標準ガイド

ライン（別紙３）に基づく運用及び保

守に関する情報資産管理標準シート 

デジタル庁から作

業依頼のある時期

までに 

  

2 部 

 

※１ 紙媒体で納入する役務計画書等はＡ４縦書き又は横書きとする。 

※２ 電子媒体は、書換不可の CD-R 又は DVD-R を使用するものとする。 

 

6 品質確認 

6.1 役務の管理 

(1) 業務の管理については、次のとおり実施するものとする。 

ア 契約後速やかに工程に関する役務計画書を作成し、官側の確認を受けるものとする。 

イ 役務計画書に基づき、進捗管理を実施するものとし、事前に官側の確認を受けること。 

 

7 検査 

検査は、この仕様書に基づき支出負担行為担当官補助者が実施するものとする。 
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8 その他 

8.1 情報の保全 

8.1.1 契約の履行体制 

契約相手方は、この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報（情報セキュリティ通達第２項

第１号に規定する情報をいう。）その他の非公知の情報（以下「保護すべき情報等」という。）の

取扱いに当たっては、情報セキュリティ通達における添付資料「装備品等及び役務の調達におけ

る情報セキュリティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備品等及び役務の調達における情報

セキュリティ基準」に基づき（保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては、これらに

準じて）、適切に管理するものとする。この際、特に、保護すべき情報等の取扱いについては、次

の履行体制を確保し、これを変更した場合には、遅滞なく官に通知するものとする。 

（１）契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報が、保護すべき情

報（情報セキュリティ通達第５項第４号の規定に基づく解除をしようとする場合に、同号

に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。）として取り扱

われることを保障する履行体制をとること。 

（２）官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取扱わせないことを保障する履行体制をと

ること。 

（３）官側が書面により個別に許可した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会

社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に

対し指導、監督、役務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対

して又は漏えいされないことを保障する履行体制をとること。 

 

8.1.2 その他 

8.1.1 項の保護すべき情報の細部ついては、表３のとおりとする。 

表 ３ 保護情報 

番 
号 

保護すべき情報 保護すべき情報の詳細 
企業で取扱う際の

留意事項 
１ 

打ち合わせ簿 
①本役務で収集、整理、作成等した情報 
②その他監督官の指示する事項 

官側との調整時、提

出書類の作成時に明

らか又は類推できる

場合は保護の対象と

する。 

２ 
調査検討報告書 

①本役務で収集、整理、作成等した情報 
②その他監督官の指示する事項 

３ ネットワーク・システ

ム情報 
ＩＰアドレス及びネットワーク構成図 

 

8.2 官側の支援 

本役務に当たって、必要とする場合には、次の官側の支援を受けることができる。この場合、

官側に申し出て必要な指示を受けるものとする。 
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（１）必要な資料等の貸与及び閲覧等 

（２）その他必要な事項 

 

8.3 届出 

契約相手方が第三者を従事させる場合は、所要の届出等を実施するものとする。 
 

8.4 知的財産権の帰属 

本役務の成果物及び類似の派生物（企画等の構想も含む。）における一切の著作権及び所有権は、

官側に帰属するものとする。 
（１）著作権 

ア 契約相手方は、本役務の成果物に関し、著作権法第２７条及び第２８条を含む著作権

の全てを官に無償で譲渡するものとする。 

イ 契約相手方は、官が承認した場合を除き、本役務の成果物に関する著作者人格権を行

使しないものとする。 

ウ 上項ア及びイにかかわらず、本役務の成果物に契約相手方が既に著作権を保有してい

るものを含む場合は、契約相手方が既に著作権を保有しているものの著作権について

のみ、契約相手方に帰属する。 

エ 本役務の成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合は、契約相手方が当該

著作物の使用に必要な費用の負担、使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものと

する。 

オ 本役務の成果物等に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合

には、当該紛争の原因が専ら官側の責めに帰す場合を除き、契約相手方の責任と負担

において一切を処理すること。この場合において、官側は当該紛争の事実を知ったと

きは、契約相手方に必要な範囲で訴訟上の対応を契約相手方に委ねるなどの協力措置

を求めるものとする。 

（２）権利義務の帰属等 

ア 本役務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触する場合は、契約相手方

は、その責任において、必要な措置を講じなくてはならない。 

イ 契約相手方は、本役務の実施状況を第三者に提供し、又は公表しようとする場合は、

あらかじめ、官の承認を受けなければならない。 

ウ 省内実施場所内で生成した情報は、官側の所有に属するものとする。 

 

8.5 仕様書の疑義 

契約相手方は、本仕様書に疑義が生じた場合には、速やかに官側と協議するものとする。 
 

  



 

17 
 

※現行の電子入札システムの全体概要図は以下のとおり。 
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※本システムの使用ミドルウェア等は、次のとおり。 
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付表１ 用語の定義 

用語 定義 

■全般 

ユーザ 本システムを利用する職員を指す。 

維持管理グループ 本システムの整備・運用等を担当する職員を指す。 

部内系 各種行政事務の処理、文書作成などの業務を遂行し、省内における電子

メール送受信及び政府共通ネットワークとの通信を行う物理ネットワー

クで、インターネットから隔離されたもの。 

部外系 インターネットを利用した WEB 閲覧、情報収集及び電子メール送受信を

行う論理ネットワークをいう。 

本番環境 システムの本番運用で利用する環境。 

検証環境 システムの評価・検証用で利用する環境。外部（インターネット）から

接続は遮断し、内部からのみの接続環境とする。 

COTS ソフトウェア 本システムにおいて賃貸借する市販のソフトウェアを指す。 

官保有ソフトウェア 官が既に保有しているソフトウェアを指す。 

GPKI（政府認証基盤） 政府が運用する公開鍵暗号による電子署名を利用するための認証基盤

をいう。 

官職証明書 政府認証基盤において発行される IC カードである電子証明書をいう。 

Core CAL Suite マイクロソフトのサーバを使用するために必要なライセンス（CAL）を複

数まとめたもので、Windows Server CAL、SharePoint Server CAL、Exchange 

Server CAL、Skype for Business Server Standard CAL を含む製品をい

う。 

JL-Government 政府機関及び公共機関を対象とし、使用期限の定めなく使用可能なライ

センスをいう。また、次回購入時にはバージョンアップ（新たに購入する

製品の旧バージョンの製品を保有している場合に適用される購入区分）又

は特別（ジャストシステム社で指定した製品を保有している場合に適用さ

れる購入区分）の購入区分を適用することができる。 

SSL インターネット上で情報を暗号化して送受信するプロトコル。 

防衛省内 防衛省市ヶ谷地区を指す。 

ＣＯＴＳ Commercial off-The-Shelf の略語で、民生品（商用製品・市販品）のこ

と。 

ＧＯＴＳ Government off-The-Shelf 

ＣＯＴＳではなく、防衛省独自の利用を目的として開発されたアプリケ
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用語 定義 

ーションプログラムのこと。 

各機関等 防衛省本省の内部部局、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、

航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、防衛大学校、防衛医科大学校及

び防衛装備庁をいう。ただし、組織名称に変更があった場合は、最新のも

のを適用するものとする。 

ＥＶＭ 詳細化した各作業に出来高計画値（PV：Planned Value）を設定し、

プロジェクトの進捗を出来高実績値（EV：Earned Value）として定量化

することで、進捗状況を客観的な統一尺度で一元的に管理する手法 

■DII 及び省内関連設備 

DII Defense Information Infrastructure（防衛情報通信基盤）の略名で、

自衛隊が共通に使用する音声通信網及びデータ通信網を指す。また、デ

ータ通信網に接続を承認された情報システムに必要なサービスを提供

するものである。 

庁舎 B2 棟 1 階共用電算

機室 
防衛省市ヶ谷地区庁舎 B2 棟 1 階の共用電算機室をいい、本システ

ム以外のサーバも設置されている。 

庁舎D棟5階運用監視室 防衛省市ヶ谷地区庁舎 D 棟 5 階に設ける、本システムの運用監視を

行うための専用のスペースを指す。 

■本システム全般 

防衛施設建設工事電子入

札システム 
防衛施設建設工事に係る入札関連業務についてインターネットを介

して電子的に行うシステムであり、「電子入札コアシステム開発コンソ

ーシアム」（JACIC、SCOPE により運営）で開発提供されているコア

コンソーシアム版入札システム（以下「コアシステム」という）を、防

衛施設建設工事の入札業務体系に合わせて、設定を行ったシステム。 

契約事務支援システム

（KJSS） 
防衛施設建設工事電子入札システムのサブシステムである KJSS

は、中央（市ヶ谷）にて業者情報を一括して登録することにより、地方

局において業者情報の検索、業者に関連する帳票を出力する競争参加

資格者情報の管理機能、案件の起案段階から業者選定、入札結果、契

約、契約変更、支払い状況までの各段階における情報登録ができ、それ

ぞれの段階に関連する主要な帳票の出力ができる契約情報の管理機能

及び入札状況の統計処理を行い出力ができる統計分析支援機能を有す

るシステム。 

入札説明書等ダウンロー

ドシステム 
入札手続時に必要となる入札説明書及び図面等の関連情報につい

て、「電子入札システム利用者登録」済みの入札参加希望者が、電子入
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用語 定義 

札システムにアクセスすることにより入札関連情報の電子データをダ

ウンロードすることができるシステム。 

文書共有システム 当省内の各局間で、様々な文書コンテンツを共有するためのシステ

ム。 

連接 本システムと連接システムとの間で、ネットワークを通じて情報の

送受が可能な状態をいう。 

端末類 個人端末、運用監視端末及び移動端末を指す。 

■機器類 

仮想化用物理サーバ サーバの仮想化を実現するホストサーバを指す。 

仮想マシン サーバの仮想化対象のクライアントサーバを指す。 

DNS プライマリサーバ 
インターネットにおける名前解決機能を提供するサーバ。 
（仮想マシン） 

NTP／DNS セカンダリ

／メールサーバ(外部) 

DNS プライマリサーバのセカンダリ（副系統）及び時刻同期、外

部へのメール送信を行うサーバ。 
（仮想マシン） 

受注者 WEB サーバ 

受注者クライアントからの要求を受け取り、入札 AP サーバの受注

者機能の呼び出し及び入札システムセンターホームページの公開を行

うを行うサーバ。 
（仮想マシン） 

発注者 WEB サーバ 
発注者クライアントからの要求を受け取り、入札 AP サーバの発注

者機能の呼び出しを行うサーバ。 
（仮想マシン） 

メールサーバ（内部） 
各監視機器からのシステムの異常や外部からの攻撃を運用管理者に

通知する等、システム内でのメールの送受信を行うサーバ。 
（仮想マシン） 

ダウンロードシステ

ム・電子入札接続確認兼

用 WEB サーバ（受注

者） 

受注者クライアントからの要求を受け取り、ダウンロード AP サー

バの受注者機能の呼び出し、電子入札システムでの受注者側のクライ

アント動作確認並びにクライアント操作確認機能、電子目安箱機能及

び、ヘルプデスク WEB システム機能を有するサーバ。 
（仮想マシン） 
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用語 定義 

ダウンロードシステ

ム・電子入札接続確認兼

用 WEB サーバ（発注

者） 

発注者クライアントからの要求を受け取り、ダウンロード AP サー

バの発注者機能の呼び出しを行うサーバ。電子入札システムでの発注

者側のクライアント動作確認及びクライアント操作確認の機能、電子

目安箱機能を提供するサーバ。 
（仮想マシン） 

入札 AP サーバ 

発注者機能、受注者機能、公開機能及び鍵管理機能から構成され、

発注者 WEB サーバ及び受注者 WEB サーバからの要求を受け付け、

入札統合 DB サーバへの処理の要求及び入札情報サービスに対する連

携機能の提供を行うサーバ。 
（仮想マシン） 

連携サーバ 

電子入札システムからの案件情報及び KJSS からの案件情報、業者

情報を受け付け、入札統合 DB サーバ及び KJSS DB サーバへ情報を

渡すことで、互いの情報を連携する機能を提供するサーバ。 
（仮想マシン） 

ダウンロードシステ

ム・電子入札接続確認兼

用 AP サーバ 

ダウンロード発注者機能、ダウンロード受注者機能から構成され、

ダウンロード発注者 WEB サーバ及びダウンロード受注者 WEB サー

バからの要求を受け付けデータベースに要求を行うとともに、接続確

認用 WEB サーバからの各種の要求を受け、データベースに対して情

報の保管及び返却を依頼及び、電子目安箱のアプリケーション機能を

提供するサーバ。ダウンロードシステム・電子入札接続確認兼用 AP
サーバから共有可能なディスク装置（RAID 構成）と接続する。 
（仮想マシン） 

入札統合 DB サーバ 

発注者機能の調達案件情報、審査結果情報、開札結果情報や受注者

機能の申請情報、入札情報等の電子入札システムにおける主要なデー

タを保管・検索する機能を提供及び電子入札関連システムのデータベ

ースとして動作するクラスタ構成のサーバ。 

バックアップサーバ 
データベース及び各サーバから重要情報をバックアップするサー

バ。 

上部監視サーバ 

WEB サーバ接続ファイアウォールで分けられた WEB サーバ側の

ネットワークに接続される各機器の死活監視、負荷監視、資源監視等

を行い、異常を検出した場合は、管理者に警告する機能を有し、電子

入札システムの運用を支援するサーバ。 
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用語 定義 

下部監視・ヘルプデス

ク運用サーバ 

WEB サーバ接続ファイアウォールで分けられた DB サーバ側のネ

ットワークに接続される各機器の死活監視、負荷監視、資源監視等を

行い、異常を検出した場合は、管理者に警告する機能を有し、電子入

札システムの運用及びヘルプデスク運用を支援するサーバ。 

侵入検知管理サーバ 侵入検知装置からの情報を画面に表示及び管理を行うサーバ。 

KJSS WEB サーバ 
発注者クライアントからの要求を受け取り、KJSS AP サーバの契

約事務関連情報管理機能、競争参加資格者情報管理機能の呼び出し及

び KJSS の契約事務関連情報管理機能の提供を行うサーバ。 

KJSS AP/DB サーバ 
契約事務関連情報管理機能及び競争参加資格者情報管理機能から構

成され、KJSS WEB サーバからの要求を受け付け、KJSS DB サーバ

への処理の要求を行うサーバ。 

文書共有 WEB/AP サー

バ 
登録されたクライアントからの要求を受け取り、文書共有 DB への

処理の要求を行うサーバ。 

文書共有 DB サーバ 
文書共有システムにおける主要なデータを保管・検索する機能を提

供する。 

ダウンロードシステ

ム・電子入札接続確認兼

用 AP サーバ用共有ディ

スク装置 

ダウンロードシステム・電子入札接続確認兼用 AP サーバに接続さ

れた、外部記憶装置（ディスク装置（RAID 構成））。 

入札統合 DB サーバ用

共有ディスク装置 
入札統合データベースサーバに接続された、外部記憶装置（ディス

ク装置（RAID 構成））。 

バックアップ用外部記

憶装置（テープライブラ

リ） 
バックアップサーバに接続された外部記憶装置（テープ装置）。 

パトランプ 
D 棟 5F 運用監視室に配置され、監視サーバで各機器からのアラー

トを受信した時に光・音による警報を鳴らして運用者に警告する装

置。 

集中コンソール

(Solaris) 
Solaris 系サーバに対する接続を一元管理し、接続操作を可能とす

る装置。 

集中コンソール

(Windows) 
Windows 系サーバに対する接続を一元管理し、接続操作を可能と

する装置。 
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用語 定義 

サーバ管理端末 
B1 棟共用電算機室に配置され、上部及び、下部監視サーバの管理

用端末として、ネットワーク上で検出した障害の通知と表示及び管理

が行える端末。 

運用監視端末 
D 棟 5F 運用監視室に配置され、運用 SE の作業用端末として、各

種機器のログの表示や情報の解析を行う端末。 

コンソールユニット 
データセンターラックに登載し、液晶 LCD、キーボード、マウス

を備え、集中コンソール(Windows)と接続し、各サーバのコンソール

画面表示し、操作を行う装置。 

データセンターラック 各サーバやネットワーク機器を搭載するためのラックを指す。 

運用監視用プリンタ 運用管理室に配置され、運用 SE が利用するプリンタ。 
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１
電子入札システム更改に伴
うシステム検討及び要件定

義書作成役務

２
防衛施設建設工事電子入札
システム更改等業務支援役

務

３ 設計・開発役務

４
現行システム
運用保守役務

５
新システム

（統合部分を除く）
運用保守役務

付図１　全体スケジュール
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契約期間

契約期間

設計・開発期間

維持管理

維持管理



 

情報セキュリティ指定書 

発 簡 番 号  

調 達 要 求 番 号  

調 達 要 求 年 月 日  

作 成 部 課 整備計画局 建設制度官 

作 成 年 月 令和７年８月１日 

品 名 防衛施設建設工事電子入札システム更改等業務支援役務 

仕 様 書 番 号  

 

１ 保護すべき情報の管理 

 契約相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに

当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保につい

て（防装庁（事）第１３７号。令和４年３月３１日）別添の装備品等及び役務

の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項の規定に基づき、適

切に管理するものとする。 

 

２ 保護すべき情報として指定された情報 

保護すべき情報 
 

保護すべき情報の詳細 
企業で取り扱う際

の留意事項 

備 

考 

打ち合わせ簿 ①本役務で収集，整理，作成等した情報 

②その他監督官の指示する事項 

官側との調整時，

提出書類の作成時

に明らか又は類推

できる場合は保護

の対象とする。 

 

調査検討報告書 ①本役務で収集，整理，作成等した情報 

②その他監督官の指示する事項 

 

ネットワーク・システ

ム情報 

ＩＰアドレス及びネットワーク構成図  

 

３ 特記事項 

※ 細部については別途官側が指示する。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防衛施設建設工事電子入札システム更改等業務支援役務 

応札資料作成要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７（2025）年８月 

防   衛   省 
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1 総則 

1.1 適用範囲 

 本書は、「防衛施設建設工事電子入札システム更改等業務支援役務」に係る応札資料の作

成要領について規定する。 

 

2 防衛省が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料 

 防衛省は、応札者に以下の表１に示す資料を提示する。応札者は、それらを受けて以下

の表２に示す応札資料を作成し、防衛省へ提出すること。 

 

表１ 防衛省が応札者に提示する資料 

資料名称 資料内容 

①仕様書 各種調査等の業務支援役務の仕様（各種要件等）を記述したもの。 

②応札資料作成

要領 
応札者が、提案書に記載すべき項目の概要を記述したもの。 

③評価手順書 
防衛省が応札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点

の算出方法及び評価基準を記述したもの。 

 

表２ 応札者が防衛省に提出する資料 

資料名称 資料内容 

①役務員リスト

及び履歴資料、保

護すべき情報等

取扱いに関する

資料 

別添１「技術評価基準表」の（６）～（１４）に関する資料。 

・指定の様式はないため、任意の様式で作成すること。 

・役務員リストには、役務従事予定者も含め記載すること。 

・その他必要事項については、「一般競争入札（総合評価落札方式）

の案内について」を必ず確認すること。 

②提案書 

仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを、別添２

「技術評価項目一覧表」の提案要求項目に従って記述したもの。（上

記資料除く。） 

③提案書記述箇

所対応表 

別添２「技術評価項目一覧表」の提案書頁番号欄に、対応する提案

書の記述箇所の頁番号を付記したもの。 

④会社概要 会社の概要及び事業実績が分かるもの。 

 

2.1 提案書作成要領 

 応札者は、次に示す書式に従い、提案書を作成すること。 

a) 提案書は、情報システムの専門家以外の者にも理解できるよう、日本語で十分に分か

りやすい記述とすること。なお、必要に応じて、用語解説などを添付すること。 

b) 提案書は、A4版縦／横書き（文字数、行数は任意）で作成。特別に大きな図表等が必

要な場合のみ、A3版にて記述すること。 

c) 提案書は、一太郎2010 又は MS-Word・MS-Excel・MS-PowerPoint の 2013バージョンと

互換性のある形式を使用して作成すること。 



 2 

d) 提案書には、作成した応札者が類推されないよう、会社名を容易に想像できる文言を

記載しないこと。 

 

2.2 提案書記述箇所対応表作成要領 

 応札者は、防衛省から提示された別添２「技術評価項目一覧表」の提案書頁番号欄に、

対応する提案書記述箇所の頁番号を記入することにより、対応表を作成すること。 

 別添２「技術評価項目一覧表」の各項目の説明を表３に示す。 

 

表３ 別添２「技術評価項目一覧表」の各項目の説明 

項目名 項目説明・記入要領 記入者 

大項目・中項目 提案書の目次(提案要求事項の分類) 防衛省 

提案要求項目 応札者に提案を要求する内容 防衛省 

評価区分 
必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は

ない項目(任意)の区分 
防衛省 

基礎点・加点・合

計 
各項目に対する基礎点と加点（獲得し得る最大の得点） 防衛省 

提案書頁番号 

作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する

提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。評価者は各

提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象と

して採点を行う。 

応札者 

2.3 提出要領 

 応札者は、以下の表４に示す①及び④の提出物を令和７（２０２５）年９月１２日（金）

１２時までに、②及び③の提出物を令和７（２０２５）年１０月１日（水）１２時までに、

大臣官房会計課契約係に提出すること。 

 

表４ 提出物 

提出物の名称 提出形式 数量 

① 役務員リスト及び履歴資

料、保護すべき情報等取

扱いに関する資料（別添

１「技術評価基準表」の

（１０）～（１４）に関

する資料。） 

印刷物 
２部（社名入り：２部） 

 

②提案書 印刷物 
７部（社名入り：２部、社名なし：５部） 

 

③提案書記述箇所対応表 印刷物 ７部（社名入り：２部、社名なし：５部） 
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④会社概要 印刷物 ２部 

 

3 その他 

3.1 留意事項 

a) 提出物の作成に当たり、質問等を行う必要がある場合には、別紙「質問状」に必要事

項を記載し、大臣官房会計課管理班物品管理係にあらかじめ電話連絡した上で、令和７

（２０２５）年９月２６日（金）１２時までに電子メールにて提出すること。 

b) 前記の提案書作成要領に従った提案書ではないと防衛省が判断した場合には、当該提

案書の評価を行わないことがある。 

c) 応札者が提出した提案書（特に作業工数）は、低入札価格調査を行う場合の資料とす

る。 

d) 本事業で知り得たいかなる情報（公知の事実を除く。）については、その保全を徹底し、

官側の同意を得ることなく無断で第三者に漏えいしてはならない。 

e) 本事業の成果物については、その著作権も付属して防衛省に移転するものとする。た

だし、本事業の以前から所有している著作権及び第三者が所有している著作権について

は、この限りではない。 

f) 提出する提案書の作成等に掛かる経費については支払われない。 

g) 提出された提案書等は返却されない。 

h) 提出された提案書等について説明等を求められたときは、これに応じること。 

i) 他の者（法人又は個人）に関する説明内容及び審査状況について、その者の利益を損

なう恐れがあると認められる場合には、非開示情報として保護されるものとする。 

 

3.2 質問状に関する連絡先 

   防衛省大臣官房会計課管理班物品管理係 

   電話番号：03-3268-3111 内線 20815、20816、20820 

 



別紙 
 

防衛施設建設工事電子入札システム更改等業務支援役務に関する質問状 

 

令和７年  月  日 

社名  

住所  

TEL  FAX  

E-mail  

質問者  

質問に関連する文書名及び頁 

質問内容 

 



別添１

技術評価基準表
件名：防衛施設建設工事電子入札システム更改等業務支援役務

提案要求項目 番号
評価
区分

評価の観点 基礎点 加点

1.1　提案書 提案書の内容

(1) 任意

プロジェクトの推進に必要な作業を洗い出し、国土交通省の移行ガ
イドライン（最新版）をベースに再整理し、実施計画書を策定する
旨が具体的に記載されているか。

－ 30

(2) 任意

本業務の実施に当たり，進捗状況及び生起する課題を管理すること
とし，その内容について，月１回を標準とし報告する旨がより具体
的に記載されているか。

－ 30

(3) 任意

プロジェクト及び関係する事業において発生した課題について、根
本的な要因の分析、整理ができる体制が整っているか。 － 30

(4) 任意

防衛省の情報保証に関する訓令関連の改正に伴う適合条件を整理す
る旨がより具体的に記載されているか。 － 30

(5) 任意

システム更改に関わる他機関との会議参加，調整及び資料作成の支
援等を行う旨がより具体的に記載されているか。 － 30

2.1　情報保全 役務員の共通評価要素

(6) 必須

契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情
報が、保護すべき情報（情報セキュリティ通達第５項第４号の規定
に基づく解除をしようとする場合に、同号に規定する確認を行うま
では保護すべき情報として取り扱うものとする。）として取り扱わ
れることを保障する履行体制をとること。

－

(7) 必須

官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取扱わせないことを保障
する履行体制をとること。 －

(8) 必須

官が書面により個別に許可した場合を除き，契約相手方に係る親会
社，地域統括会社，ブランド・ライセンサー，フランチャイザー，
コンサルタントその他の契約相手方に対し指導，監督，業務支援，
助言，監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して又
は漏えいされないことを保障する履行体制をとること。

－

2.2　実施体制 役務員の共通評価要素
(9) 必須

役務員が履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい者であること。
－

(10) 必須
役務員が履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、
資格、語学（母語及び外国語能力）、文化的背景（国籍等）、業績
等を有すること。

－

(11) 必須
役務員が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要
に対応できる態勢にあること。

－

役務員の経験・能力

(12) 必須

統括責任者は，官公庁のシステムにおける、プロジェクト管理又は
プロジェクト管理支援に、統括責任者又はチーム責任者として通算
５年以上従事した経験を有し、本プロジェクトと同等以上の大規模
プロジェクトのプロジェクト管理又は工程管理に、統括責任者又は
チーム責任者として従事した経験を２件以上有すること。
また，下記のいずれかの資格を保有していること。
・ITコーディネータ
・PMP（Project Management Professional）
・情報処理技術者試験の以下の区分
　ア）プロジェクトマネージャ試験（独立行政法人情報処理推進機
構（IPA））
　イ）ＩＴストラテジスト

20 －

(13) 必須

チーム責任者は，公庁のシステムにおける、プロジェクト管理又は
プロジェクト管理支援に、チーム責任者として１年以上従事した経
験を有し、本プロジェクトと同等以上の大規模プロジェクトのプロ
ジェクト管理又は工程管理に従事した経験を有すること。

10 －

(14) 必須

本業務の役務員（チーム責任者を含む。）には，プロジェクト管理
又はプロジェクト管理支援に、担当者として通算３年以上従事した
経験を有すること。または、官公庁のシステムにおける、要件定義
支援又は調達支援、プロジェクト管理等の経験あるいは同等の経験
を有すること。
その他役務員のうち、少なくとも1名は、以下の資格のいずれかを
有しているか。
・ＡＷＳ Solution Architect Professional
・ＧＣＰ Professional Cloud Architect
・Ａｚｕｒｅ Azure Solutions Architect Expert
・ＯＣＩ Oracle Cloud Infrastructure 2024もしくは2025
Certified Architect Professional
また、その他役務員のうち、少なくとも1名はOracle　Masterのい
ずれかの資格を有していること。

15 －

(15) 必須
本業務の役務員には，防衛省の情報セキュリティや防衛情報通信基
盤（DII）等に関する役務経験を有する者を含めているか。 10 －

(16) 必須

本役務を実施する上で，技術動向，事例等についての軽易な確認，
照会に極短期間で対応するために必要な自社又はこれに準ずるビジ
ネスネットワークを現に保有又は確保できることが記載されている
か。

10 －

項　目

1. 提案書に関する事項

2．役務に関する要求

20

20



提案要求項目 番号
評価
区分

評価の観点 基礎点 加点項　目

(17) 必須

過去５年以内に，仮想化等のクラウド技術を含む大規模な情報シス
テム又は全国規模の情報共有ネットワークを要する統合基盤の設
計，構築，維持管理又はそれらの技術支援，評価等に関する役務を
行った実績を有すること。

10 －

組織としての実績及び能力

(18) 必須

品質保証体制について，ＩＳＯ９００１認証を取得していること。
また，情報セキュリティ管理体制についてＩＳＯ２７００１認証を
取得していること。 10 －

(19) 任意

次のいずれかの場合は優位に評価する。
・防衛施設建設工事電子入札システムに関係する業務の実施経験を
もつ役務員を配置できること。
・公共工事の電子入札システムに関係する業務の実施経験をもつ役
務員を配置できること。

－ 20

3.1　ワーク・ライフ・バランス
等の推進に関する指標

ワーク・ライフ・バランス等
の推進状況

(20) 任意

次の要件のいずれかを満す事業者であるか。
①ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、女性活躍推進
法、次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号。以下「次
世代法」という。）、青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和45
年法律第98号。以下「若者雇用促進法」という。）その他関係法令
に基づく認定（認定の基準が複数あるものにあっては、労働時間等
の働き方その他のワーク・ライフ・バランスに関する基準を満たす
ものに限る。以下同じ。）を受けていること。
②女性活躍推進法第８条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が
終了していないものに限る。）を策定していること。（常時雇用す
る労働者の数が100人以下のものに限る。）

－ 20

4.1　賃上げに関する指標 賃上げの状況

(21) 任意

・令和７年度における対前年度比、又は令和７年における前年比で
「給与等受給者一人当たりの平均受給額」を３％以上増加させる
旨、従業員に表明していること【大企業】
・令和７年度における対前年度比、又は令和７年における前年比で
給与総額を1.5％以上増加させる旨、従業員に表明していること
【中小企業等】

－ 20

5.1　認定状況及び入札参加方法
の表明書の提出

(22) 任意

次の要件のどちらか又は両方を満たしている事業者であることが確
認できるか。

①電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関
する法律（平成14年法律第153 号。）第17条第１項第4号、第5号若
しくは第6号の規定に該当する事業者であって、同条第4項に規定す
る取決めを地方公共団体情報システム機構と締結した事業者又は電
子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する
法律施行規則（平成15年総務省令第120号）第29条第１項の定めに
より、総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者であるか。

②官民データ活用推進基本法第10条第２項に規定する電子情報処理
組織を使用して入札に参加する事業者であって、公的個人認証法第
3条第1項に定める署名用電子証明書又は第22条に定める利用者証明
用電子証明書を用いて入札に参加する事業者であるか。

－ 20

6.1　デジタル・スタートアップ
としての要件の充足及び説明書の
提出

(23) 任意

次の要件を満たしている事業者であることが確認できるか。

①　中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定
する中小企業者（みなし大企業を除く）であること
②　設立から10年未満であること
③　情報システムに関連した先進技術やアイデアをもって当該事業
に主体的に取り組み、今回の調達を実績として今後事業拡大するこ
とが期待できる事業者であること

－ 20

125 250合計

合計 375

3.　ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する事項

4.　賃上げの表明

5.　マイナンバーカード普及等の推進企業に対する評価

6.　デジタル・スタートアップの公共調達参入機会拡大に係る事項



別添２

技術評価項目一覧表
件名：防衛施設建設工事電子入札システム更改等業務支援役務

項　　目 細部項目 提案要求項目 番号
評価
区分

基礎点 加点 合計
提案書
頁番号

１．提案書に関する事項 1.1　提案書 提案書の内容
(1) 任意 － 30

(2) 任意 － 30

(3) 任意 － 30

(4) 任意 － 30

(5) 任意 － 30

２．役務に関する要求 2.1　情報保全 契約履行上の情報保障体制
(6) 必須

(7) 必須

(8) 必須

2.2　実施体制 役務員の共通評価要素
(9) 必須

(10) 必須

(11) 必須

役務員の経験・能力
(12) 必須 20 －

(13) 必須 10 －

(14) 必須 15 －

(15) 必須 10 －

(16) 必須 10 －

(17) 必須 10 －

組織としての実績及び能力
(18) 必須 10 －

(19) 任意 － 20

３．ワーク・ライフ・バランス等の推進に
関する事項

3.1　ワーク・ライフ・バランス等の推
進に関する指標

ワーク・ライフ・バランス等の推進状況
(20) 任意 － 20 20

４．賃上げの表明 4.1　賃上げに関する指標 賃上げの状況
(21) 任意 － 20 20

５．マイナンバーカード普及等の推進企
業に対する評価

5.1　認定状況及び入札参加方法の
表明書の提出

認定の状況
(22) 任意 － 20 20

６．デジタル・スタートアップの公共調達
参入機会拡大に係る事項

6.1　デジタル・スタートアップとしての
要件の充足及び説明書の提出

デジタル・スタートアップとしての要件
の充足 (23) 任意 － 20 20

125 250 375合計

150

20

20

75

20

20

30

－

－
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1 適用範囲 

本書は、「電子入札システム更改に伴うシステム検討及び要件定義書作成役務」に係る評価手順

について規定する。 

 
2 落札方式及び総合評価点の計算方法 
2.1 落札方式 

次の要件を全て満たす者のうち、2.2の総合評価点が最も高い者を落札者とする。 

a) 入札価格が予定価格の範囲内であること。 

b) 応札資料作成要領の別添２「技術評価項目一覧表」に記載される要件のうち、「評価区分」が

「必須」とされる「提案要求項目」（以下、「必須項目という。」）を全て満たしていること。 

2.2 総合評価点の計算方法 

 
総合評価点 ＝ 技術点 ＋ 価格点 

 

〇技術点 ＝ 基礎点 ＋ 加点 

〇価格点 ＝ 価格点の得点配分 × （１－入札価格÷予定価格） 

 
技術点は、応札資料作成要領の別添２「技術評価項目一覧」の[提案項目要求]ごとに、各評価

者が採点した基礎点と加点を合算したものの平均点（小数点以下第３位を四捨五入とする。）を算

定し、その合計点から算出。ただし、基礎点の対象となる要件について１名の評価者が評価を実

施することとし、一つでも要求事項を満たしていない場合は、その応札者は不合格とする。 

※基礎点 ・・・ 「技術評価項目一覧表」に記載される要件のうち、[評価区分]が[必須]とされる

[提案要求項目]に設定される評価点 

※加 点 ・・・ 「技術評価項目一覧表」に記載される要件のうち、[評価区分]が[任意]とされる

[提案要求項目]に設定される評価点 

※技術点の配分上限値は３７５点 （基礎点：１２５点、加点：２５０点） 

※価格点の配分上限値は１２５点 （技術点と価格点の配分は３：１とする） 

 
3 評価の手続 
3.1 技術評価 

技術点により技術評価を行う。 

（技術点の評価方法は、後述の「4 技術点の評価方法」を参照のこと。） 

3.2 総合評価 

「3.1 技術評価」を通過した応札者について、総合評価点を算出し、最も高い応札者を落札者とす

る。 

 
4 技術点の評価方法 

4.1 提案要求項目における得点配分 

応札資料作成要領の別添２「技術評価項目一覧表」のとおり。 

4.2 基礎点評価 

別添「技術評価基準表」に示す[評価の観点]に沿って行い、要件を満たしている場合は、4.1項に

示す得点を配分し、満たしていない場合（０点の場合）は不合格とする。 



 

4.3 加点評価 

別添「技術評価基準表」に示す[評価の観点]に沿って行い、要件を満たす度合いに応じて、4.1項

に示す得点を上限とし、配分する。 

 
5 落札者の決定 

a) 入札者の入札価格が予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第79条の規定に基づいて

作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、「2.2の総合評価点の計算方法」によって得

られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。ただし、予算決算及び会計令第84条の規定

に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準を適用するので、基準に該当する入札

が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合において、入札参加者は当省の行う事情

聴取等の調査に協力しなければならない。 

b) a)の調査の結果、会計法（昭和22年法律第35号）第29条の 6 第 1 項ただし書きの規定に該当

すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入

札をした他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。 

c) 落札者となるべき者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者又はその代理人にくじを引かせ、

落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人がくじを引くことができないときは、入

札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 

d) 契約担当官等は、落札者を決定したときには、その氏名（法人の場合はその名称）及び金額を

書面で通知する。また、落札できなかった入札者はく落札の相対的な利点に関する情報（当該

入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び技術の得点）の提供を要請することができる。 



別添

技術評価基準表
件名：防衛施設建設工事電子入札システム更改等業務支援役務

提案要求項目 番号
評価
区分

評価の観点 基礎点 加点

1.1　提案書 提案書の内容

(1) 任意

プロジェクトの推進に必要な作業を洗い出し、国土交通
省の移行ガイドライン（最新版）をベースに再整理し、
実施計画書を策定する旨が具体的に記載されているか。 － 30

(2) 任意
本業務の実施に当たり，進捗状況及び生起する課題を管
理することとし，その内容について，月１回を標準とし
報告する旨がより具体的に記載されているか。

－ 30

(3) 任意
プロジェクト及び関係する事業において発生した課題に
ついて、根本的な要因の分析、整理ができる体制が整っ
ているか。

－ 30

(4) 任意
防衛省の情報保証に関する訓令関連の改正に伴う適合条
件を整理する旨がより具体的に記載されているか。 － 30

(5) 任意
システム更改に関わる他機関との会議参加，調整及び資
料作成の支援等を行う旨がより具体的に記載されている
か。

－ 30

2.1　情報保全 契約履行上の情報保障体制

(6) 必須

契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作
成等した情報が、保護すべき情報（情報セキュリティ通
達第５項第４号の規定に基づく解除をしようとする場合
に、同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報と
して取り扱うものとする。）として取り扱われることを
保障する履行体制をとること。

(7) 必須

官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取扱わせない
ことを保障する履行体制をとること。

(8) 必須

官が書面により個別に許可した場合を除き，契約相手方
に係る親会社，地域統括会社，ブランド・ライセン
サー，フランチャイザー，コンサルタントその他の契約
相手方に対し指導，監督，業務支援，助言，監査等を行
う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して又は漏え
いされないことを保障する履行体制をとること。

2.2　実施体制 役務員の共通評価要素
(9) 必須

役務員が履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい者で
あること。

(10) 必須
役務員が履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経
歴、知見、資格、語学（母語及び外国語能力）、文化的
背景（国籍等）、業績等を有すること。

(11) 必須
役務員が他の手持ち業務等との関係において履行に必要
な業務所要に対応できる態勢にあること。

役務員の経験・能力

(12) 必須

統括責任者は，官公庁のシステムにおける、プロジェク
ト管理又はプロジェクト管理支援に、統括責任者又は
チーム責任者として通算５年以上従事した経験を有し、
本プロジェクトと同等以上の大規模プロジェクトのプロ
ジェクト管理又は工程管理に、統括責任者又はチーム責
任者として従事した経験を２件以上有すること。
また，下記のいずれかの資格を保有していること。
・ITコーディネータ
・PMP（Project Management Professional）
・情報処理技術者試験の以下の区分
　ア）プロジェクトマネージャ試験（独立行政法人情報
処理推進機構（IPA））
　イ）ＩＴストラテジスト

20 －

(13) 必須

チーム責任者は，公庁のシステムにおける、プロジェク
ト管理又はプロジェクト管理支援に、チーム責任者とし
て１年以上従事した経験を有し、本プロジェクトと同等
以上の大規模プロジェクトのプロジェクト管理又は工程
管理に従事した経験を有すること。

10 －

(14) 必須

本業務の役務員（チーム責任者を含む。）には，プロ
ジェクト管理又はプロジェクト管理支援に、担当者とし
て通算３年以上従事した経験を有すること。または、官
公庁のシステムにおける、要件定義支援又は調達支援、
プロジェクト管理等の経験あるいは同等の経験を有する
こと。
その他役務員のうち、少なくとも1名は、以下の資格のい
ずれかを有しているか。
・ＡＷＳ Solution Architect Professional
・ＧＣＰ Professional Cloud Architect
・Ａｚｕｒｅ Azure Solutions Architect Expert
・ＯＣＩ Oracle Cloud Infrastructure 2024もしくは
2025 Certified Architect Professional
また、その他役務員のうち、少なくとも1名はOracle
Masterのいずれかの資格を有していること。

15 －

(15) 必須
本業務の役務員には，防衛省の情報セキュリティや防衛
情報通信基盤（DII）等に関する役務経験を有する者を含
めているか。

10 －

(16) 必須

本役務を実施する上で，技術動向，事例等についての軽
易な確認，照会に極短期間で対応するために必要な自社
又はこれに準ずるビジネスネットワークを現に保有又は
確保できることが記載されているか。

10 －

項　目

1. 提案書に関する事項

2．役務に関する要求

20

20

－

－



提案要求項目 番号
評価
区分

評価の観点 基礎点 加点項　目

(17) 必須

過去５年以内に，仮想化等のクラウド技術を含む大規模
な情報システム又は全国規模の情報共有ネットワークを
要する統合基盤の設計，構築，維持管理又はそれらの技
術支援，評価等に関する役務を行った実績を有するこ
と。

10 －

組織としての実績及び能力

(18) 必須

品質保証体制について，ＩＳＯ９００１認証を取得して
いること。
また，情報セキュリティ管理体制についてＩＳＯ２７０
０１認証を取得していること。

10 －

(19) 任意

次のいずれかの場合は優位に評価する。
・防衛施設建設工事電子入札システムに関係する業務の
実施経験をもつ役務員を配置できること。
・公共工事の電子入札システムに関係する業務の実施経
験をもつ役務員を配置できること。

－ 20

ワーク・ライフ・バランス等の推
進に関する指標

ワーク・ライフ・バランス等の推進状
況

(20) 任意

次の要件のいずれかを満す事業者であるか。
①ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、女
性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法（平成15年法
律第120号。以下「次世代法」という。）、青少年の雇用
の促進等に関する法律（昭和45年法律第98号。以下「若
者雇用促進法」という。）その他関係法令に基づく認定
（認定の基準が複数あるものにあっては、労働時間等の
働き方その他のワーク・ライフ・バランスに関する基準
を満たすものに限る。以下同じ。）を受けていること。
②女性活躍推進法第８条に基づく一般事業主行動計画
（計画期間が終了していないものに限る。）を策定して
いること。（常時雇用する労働者の数が100人以下のもの
に限る。）

－ 20

賃上げに関する指標 賃上げの状況

(21) 任意

・令和７年度における対前年度比、又は令和７年におけ
る前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額」を
３％以上増加させる旨、従業員に表明していること【大
企業】
・令和７年度における対前年度比、又は令和７年におけ
る前年比で給与総額を1.5％以上増加させる旨、従業員に
表明していること【中小企業等】

－ 20

認定状況及び入札参加方法の表明
書の提出

認定の状況

(22) 任意

次の要件のどちらか又は両方を満たしている事業者であ
ることが確認できるか。

①電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認
証業務に関する法律（平成14年法律第153 号。）第17条
第１項第4号、第5号若しくは第6号の規定に該当する事業
者であって、同条第4項に規定する取決めを地方公共団体
情報システム機構と締結した事業者又は電子署名等に係
る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法
律施行規則（平成15年総務省令第120号）第29条第１項の
定めにより、総務大臣の認定を受けたものとみなされた
事業者であるか。

②官民データ活用推進基本法第10条第２項に規定する電
子情報処理組織を使用して入札に参加する事業者であっ
て、公的個人認証法第3条第1項に定める署名用電子証明
書又は第22条に定める利用者証明用電子証明書を用いて
入札に参加する事業者であるか。

－ 20

デジタル・スタートアップとして
の要件の充足及び説明書の提出

デジタル・スタートアップとしての要
件の充足

(23) 任意

次の要件のすべてを満たしている事業者であることが確
認できるか。

①　中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１
項に規定する中小企業者（みなし大企業を除く）である
こと
②　設立から10年未満であること
③　情報システムに関連した先進技術やアイデアをもっ
て当該事業に主体的に取り組み、今回の調達を実績とし
て今後事業拡大することが期待できる事業者であること

－ 20

125 250合計

合計 375

3.　ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する事項

6.　デジタル・スタートアップの公共調達参入機会拡大に係る事項

5.　マイナンバーカード普及等の推進企業に対する評価

4.　賃上げの表明



評価項目 採点基準

プラチナ
えるぼし　※２

20

えるぼし
３段階目　※３

10

えるぼし
２段階目　※３

10

えるぼし
１段階目　※３

10

行動計画※４ 5

プラチナくるみん※５ 20

くるみん（令和４年４月１日以
降の基準）※６

10

くるみん（平成29年４月１日～
令和４年３月31 日までの基
準） ※７

10

トライくるみん※８ 10

くるみん（平成29年３月31 日
までの基準） ※９

5

10

0

付紙

ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準

評価等の区分※１

ワーク・ライフ・バランス
等の推進に関する指
標

女性活躍推進法に基づく認定
（えるぼし認定企業・プラチナ
えるぼし認定企業）等

次世代法に基づく認定（くるみ
ん認定企業・プラチナくるみん
認定企業）

若者雇用促進法に基づく認定
（ユースエール認定企業）

該当なし

※１複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※２女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法第24 号)による改正後の女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定
※３女性活躍推進法第９条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※４常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）。
※５次世代法第15 条の２の規定に基づく認定
※６次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第185 号。以下「令和３年改正省令」とい
う。）による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則（以下「新施行規則」という。）第４条第１項第１号及び第２号の規定に基づく認定
※７次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和３年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は令和３年改正省令附則第２条第２項の規定に基づ
く認定（ただし、※9 の認定を除く。）
※８次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第４条第１項第３号及び第４号の規定に基づく認定
※９次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令（平成29 年厚生労働省令第31 号。以下「平成29 年改正省令」とい
う。）による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は平成29 年改正省令附則第２条第３項の規定に基づく認定


